
亀山市告示第１１２号  

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付要綱を次のよう

に定める。  

平成３０年６月２８日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この告示は、空き家情報バンクに登録された空き家の売買

契約又は賃貸借契約に要する仲介手数料の一部を補助することに

より、空き家情報バンクの活用を促進し、もって市内の空き家の

有効活用と市への定住に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるとおりとする。  

（１）空き家  亀山市空き家情報バンク制度実施要綱（平成２３年

亀山市告示第４２号。以下「要綱」という。）第２条第１号に

規定する空き家をいう。  

（２）所有者等  要綱第２条第２号に規定する所有者等をいう。  

（３）空き家情報バンク  要綱第２条第４号に規定する空き家情報

バンクをいう。  

（４）成約者  要綱第８条第２項に規定する利用登録者であって、

空き家情報バンクに登録された空き家の所有者等と売買契約又

は賃貸借契約を締結し、及び当該空き家に居住した者をいう。  

（５）仲介手数料 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

第４６条第１項に規定する宅地建物取引業者が受けることので

きる報酬をいう。  

（補助金の名称）  

第３条  この告示により交付する補助金は、亀山市空き家情報バン



ク活用促進事業補助金（以下「補助金」という。）という。  

（補助金の交付対象者）  

第４条  補助金の交付対象者は、空き家情報バンクに登録された空

き家であって売買契約又は賃貸借契約が成立したもの（以下「対

象物件」という。）の所有者等及び成約者とする。  

２  市長は、前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のい

ずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としな

いことができる。  

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７

年亀山市条例第３０号）に規定する利用者負担額等  

（２）亀山市農 業集落排 水処理 施設条例 （平成 １７年亀山市条 例

１２４号）に規定する使用料  

（３）亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）に規

定する家賃  

（４）亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）

に規定する使用料  

（５）亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年

亀山市条例第３４号）に規定する負担金等  

（６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第２号）に規定する利用者負担額  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、仲介手数料の２分の１（５万円を超える場

合は、５万円）を限度とし、予算の範囲内において市長が定める。

ただし、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。  

（補助金の交付申請等）  

第６条  補助金の交付を受けようとする所有者等又は成約者（以下

「申請者」という。）は、亀山市空き家情報バンク活用促進事業

補助金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて市長に提



出しなければならない。  

（１）売買契約書又は賃貸借契約書の写し  

（２）仲介手数料の支払いを証する書類の写し  

（３）転入を証明する書類（成約者に限る。）  

（４）その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査した

上でその可否を決定し、亀山市空き家情報バンク活用促進事業補

助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通

知するものとする。  

（補助金の請求）  

第７条  前条第２項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた

申請者は、当該通知を受けた日から起算して１０日以内に亀山市

空き家情報バンク活用促進事業補助金支払請求書（様式第３号）

により補助金を請求するものとする。  

（その他）  

第８条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

附  則  

この告示は、平成３０年７月１日から施行し、同日以後に締結さ

れる空き家の売買契約又は賃貸借契約に要する仲介手数料に対する

補助金の交付から適用する。  



様式第１号（第６条関係） 

                                                    年  月  日 

   

 

亀山市長  様 

                                                  

 

 申請者 

住 所 

氏 名                

電話番号 

 
 

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付申請書 
 

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金の交付を受けたいので、亀山市空き家情報バンク活用

促進事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額          円 

 

 

２ 対象空き家の空き家情報バンクにおける登録番号 

 

 

３ 対象空き家の所在地 

 

 

４ 添付書類 

  ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

  ・仲介手数料の支払いを証する書類の写し 

  ・転入を証明する書類（成約者に限る。） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 
第         号 

                                                      年  月  日 

 

            様 

 

                                             亀山市長            

 

 

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付（不交付）決定通知書 
 

  年  月  日付けで申請のあった亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金の交付に

ついて、下記のとおり交付（不交付）と決定しましたので、亀山市空き家情報バンク活用促進事業補

助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

  １ 補助金交付決定額                 円 

 

   

２ 対象空き家の空き家情報バンクにおける登録番号 

 

 

３ 対象空き家の所在地 

 

 

４ 交付の条件又は不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

                                                          年  月  日 

 

  亀山市長  様 

 

 

                                                  申請者 

住 所             

氏 名                

電話番号            

 

 

亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金支払請求書 
 

  亀山市空き家情報バンク活用促進事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり補助金を

請求します。 

 

記 

 

  １ 補助金支払請求額                 円 

  

 

  ２ 対象空き家の空き家情報バンクにおける登録番号 

 

 

  ３ 対象空き家の所在地 

 

 

４ 振込先（申請者本人名義の口座に限る。）   

振

込

先

金

融

機

関

名 

金融機関名 
        銀行 信用金庫       支 店 

        農協 労働金庫       出張所 

預金の種類   普通 ・ 当座 （該当を○で囲む） 

口座番号   

フリガナ   

口座名義人   



 


